
日本工科大学校・日本語学科規則 

 

第1章 総  則 

(目的) 

第1条 本校は、外国人に対する日本語教育を行い、留学生の支援体制の構築を図り、進学・

就職に必要な知識・技術の向上に寄与することを目的とする。 

(名称) 

第2条 本校は、専門学校日本工科大学校という。 

(位置) 

第3条 本校の位置を兵庫県姫路市兼田上日暮３８３番地の２２に置く。 

 

第２章 コース、修業期間、収容定員及び休業日 

(コース・修業期間・収容定員) 

第4条 本学のコース、修業期間、収容定員及び休業日 

 

(コースの始期・終期等) 

第5条 （１） 本校の進学Ａコースは、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 学期は、次のとおりとする。 

      前期 ４月１日から９月３０日まで 

      後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

   （２）本校の進学Ｂコースは、１０月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

      次年度は、前期 ４月１日から９月３０日まで 

           後期 １０月１日から翌年３月３１日まで  

(休業日) 

第6条 本校の休業日は、次のとおりとする。 

 (1) 土曜日・日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する日 

(3) 学校の定める夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日 

２ 前項の休業日は事情により変更することがある。 

第１部・第２部 コース名 修業期間 収容定員 クラス数 備考 

 

第１部 

進学Ａコース 2 年 ８０人 ４ 4 月生 80 人 

進学Ｂコース １年６月 ４０人 ２ 10 月生 40 人 

小 計 １２０人 ６  

 

第２部      

進学Ａコース 2 年 ８０人 ４ 4 月生 80 人 

進学Ｂコース １年６月 ４０人 ２ 10 月生 40 人 

小 計 １２０人 ６  

計 ２４０人 １２  



３ 臨時の休業日については、校長がその都度定める。 

 

第３章 教育課程、授業時間数、学習の評価及び教員組織 

(教育課程・授業時間数) 

第7条 本校の教育課程及び授業時間数は、800 時間以上とする。（１単位時間は、４５分）。 

(始業・終業時刻) 

第8条 本校の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。 

9 時 00 分から 16時 10 分までとする。 

(教職員組織) 

第9条 本校に次の教職員を置く。 

(1)  校長（学部長） １ 名 

(2)  学 科 長           １ 名 

(3)  主任教員  １ 名以上（専任） 

(4)  教  員     １１ 名以上（内専任６名以上） 

(5)  事務を統括する職員 １ 名 

(6)  生活指導担当者 ２ 名以上 

(7)  事務職員  １ 名以上 

２ 校長（学部長）は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

３ 学科長は校務を整理し、必要に応じて教育をつかさどる。 

４ 学校運営の意思決定機関を「校務運営委員会」とする。 

(１) 構成員は、学科長（主任）、課長クラス以上とする。 

(２)  必要と認める時は、その他職員の招集が出来る。 

 

第４章 入学、休学、退学、卒業及び賞罰 

 (入学資格) 

第10条 本校の入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。 

（１） 外国において１２年の学校教育を修了し、留学ビザ取得が可能な者 

（２）年齢が１８歳以上の者 

（３）日本語能力検定試験５級程度の日本語能力を持つ者または同等の能力の者（進学Ａコース） 

（４）日本語能力検定試験４級程度の日本語能力を持つ者または同等の能力の者（進学Ｂコース） 

（５）日本において修学するための学費及び生活費を準備できる者 

（６）信頼のおける保証人を有する者 

（７）正当な手続きによって、日本へ入国を許可された者、又は許可される見込みのある者 

 (入学時期) 

第 11 条 本校の入学時期は、年２回次のとおりとする。 

     その時期は、４月 1 日と、１０月１日とする。 

(入学手続・許可) 

第 12 条 本校の入学手続は、次のとおりとする。 

(1) 本校に入学を希望する者は、本校の定める入学願書、その他の書類に必要事項を

記載し、第 20 条に定める入学検定料を添えて指定期日までに出願しなければな



らない。 

(2) 前号の手続を終了した者に対して入学試験を行い、入学を決定する。 

(3) 本校に入学を許可された者は、入学許可の日から 10 日以内に第 20 条に定める入

学金を添えて手続をとらなければならない。 

 (休学・復学) 

第 13 条 疾病その他の理由により引き続き２ヶ月以上休学する場合は、その理由を記載した 

書類または診断書を提出して、校長の許可を受けなければならない。 

２ 休学の期間は、その年度をこえることはできない。 

  ただし、特別の事情のあるときは、手続きを行ない、校長の許可を得てさらに次の 

年度まで延長することができる。 

  ただし、休学の期間は２年度をこえることができない。 

３ 復学しようとする場合は、復学願に医師の診断書等これを証する書類を添えて校長 

に届け出て復学することができる。 

(退学) 

第 14 条 退学しようとする者は、その理由を記載した書類を提出し、校長の許可を受けなけ 

ればならない。 

(卒業・卒業時期) 

第 15 条 校長は、教育課程の定めるところにより、学年毎に修了すべき学科目について評 

価を行い、合格した者に対して当該学科目の修了を認定する。 

   ２ 本校所定の課程を修了した者には、卒業証書を授与する。 

   ３ 卒業の時期は最終学年の３月とする。 

(褒賞) 

第 16 条 成績優秀にして、他の模範となる者には、学生指導委員会の議を経て褒賞するこ

とがある。 

２ 褒賞は次の各号とする。 

・ 学校法人誠和学院理事長賞 

・ 専修学校教育振興会理事長賞 

・ 兵庫県専修学校各種学校連合会会長賞 

・ 学校法人誠和学院努力賞 

(懲戒) 

第 17 条 教育上必要があるときは、学生指導委員会の議を経て退学、その他の懲戒を加える

ことがある。 

２ 退学は、次の各号の一つに該当する者について行うものとする。 

(1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で、成績の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなく、出席が常でない者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

（除籍） 

第 18 条 授業料など、学生納付金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者に対しては、

除籍することができる。 



 

 

 

第５章 入学金、授業料、その他 

（納付金） 

第 19 条 本校の入学金、授業料は、次の通りとする。 

 進学Ａコース(２年) 進学Ｂコース（１年６ヶ月） 

 年 額 １年目 ２年目(６ヶ月) 

入学金 ５０，０００円 ５０，０００円  

授業料 ６４０，０００円 ６４０，０００円 ３２０，０００円 

施設費 ４０，０００円 ４０，０００円   ２０，０００円 

初年度 計 ７３０，０００円 ７３０，０００円  

２年目 計 ６８０，０００円  ３４０，０００円 

    

２ 生徒がその在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入

しなければならない。 

３ 特別の事由がある場合には、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を

減免することがある。 

４ 既に納入した納入金は、返還しない。 

 

(寄宿舎等) 

第 20 条 寄舎等に関する事項は、校長が別に細則で定める。 

(健康診断) 

第 21 条 健康診断は、毎年１回、別に定めるところにより、実施する。 

第 22 条 この学則の施行に関する必要な事項は、校長が別に定める。 

       

附  則 

 この学則は、令和６年４月１日から施行する。 


